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1. 本研究の問題意識と目的 

「権限とは何か」と問われて、一言で説明すること

は難しい。小学館『デジタル大辞泉』によれば、「権限」

とは以下のような意味を持つ。 

①国家や公共団体が、法令の規定に基 

づいて職権を行うことのできる範囲。  

②代理人や法人の機関が、法律または 

契約に基づいてなしうる権能の範囲。  

③個人がその立場で持つ権利・権力の 

範囲。 

経営学では組織論、管理過程論、リーダーシップ

論などで権限について論及がなされてきた。 

しかし権限に関わる研究が複数のアプローチから

行われた結果、権限という概念が曖昧となる問題も生

じた。泉田（1987）は権限について詳細な理論的分

析を加えたが、その後２０余年が過ぎ、情報化に代表

される社会の変化を反映すべき点も見られる。また現

在の日本企業における権限のあり方にも曖昧さがあ

ると言われる1。 

権限概念およびそのあり方が曖昧であるという問

題意識から、本研究では先行研究の文献調査を行

い権限の概念を整理する。また、コンビニエンススト

ア（以下、ＣＶＳ）の店舗における事例を取り上げ、そ

の管理者と従業員の具体的な職務と権限のあり方、

権限委譲の具体例を示す。その上で、権限委譲のプ

ロセスを考察することが本研究の目的である。 

 

2. 先行研究の概観 

1950 年代のブラックエンパワーメント研究以降、社

会学分野を中心に行われていたエンパワーメント研

                                                  
1 「日本企業では、権限はよく言えばフレキシブルだが、曖昧な
ものとなっている。」（某情報系企業代表取締役社長,2010 年 2

月筆者ヒアリングによる） 

究であるが、1980 年代になり経営学の分野にも導入

された。経営学の文脈では、「従業員に power を与え

る」施策であるエンパワーメント(empowerment)は、権

限委譲とも関係性が強い。山中(2000)、青木(2006)は

エンパワーメント概念の「モチベーショナル・アプロー

チ」と「関係概念アプローチ」の２つのアプローチを紹

介し、管理施策としての権限委譲は「関係概念アプロ

ーチ」に分類されると述べている。エンパワーメント研

究の中には、エンパワーメント施策を実施することに

よる効果を示し、その具体策を提示することを図って

いるもの2がある。しかし期待された効果の見られない

事例があることから、その研究に対する批判もある3。  

 

3. 権限概念をめぐる議論の整理 

企業における権限のあり方に関する議論は、当初

は「権限の明確化」、「権限明確化の効果」、「職務－

権限－責任の関連性」などが論点であった。企業規

模の拡大やグローバル化に伴い、親会社と子会社間

の分権のあり方も論じられている。それは組織間の権

限委譲とも言え、意思決定や自由裁量の範囲、経営

資源の利用の範囲などが論点に挙げられる。 

権限概念をめぐる議論では、「権限の源泉・根拠」、

「権限の態様」、「権限の主体」などが論点として挙げ

られている。図表１に、その一部を示した。 

「法定説」(formal theory)は、権限を直接の上位者

から与えられるものと考え、権限の根拠を上へ上へと

求めてゆくものである。その頂点は所有者（株主）で

ある。「受容説」(acceptance theory)は下位者が受容

することで上位者は権限を持ち得るとする説である。 

                                                  
2 Forrester(2000),pp.67-80 ほか 
3 クリス・アージリス著（藤本直訳）「エンパワーメント：マネ 
ジャーが抱く幻想と矛盾」（『DIAMOND Harvard Business』,1998 

年 6 月号）では、エンパワーメントには本来的に固有の限界が

あると指摘されている。 
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図表 1 権限概念の論点4 

論点 主な主張 

権限の源泉 
法定説 
受容説 

機関論・配分論 

権限の態様 

 
監督権限 

監視権

命令権

指示権

承認 
決裁と決定 
協議と協調 

これらは、個人の持つ権限の源泉と考えられる。 

一方、泉田(1987)は職能から職務権限が生じると

する機関論（配分論）を提唱し、組織的な秩序を保つ

ものとして「監督権限」を挙げ、そのうち決定的な拘束

力を持つものを「命令権」、より程度の弱いものは「指

示権」として分けた。また、上級権限者が下級権限者

の権限行使に関わるものとして「承認」、「決裁と決定」

を挙げた。本研究ではこれらの権限の態様を採用す

るものの、個人が恣意的に権限を委譲することはでき

ないとする機関論には批判的な立場5である。 

 

4. 本研究における権限の捉え方 

 本研究では、個人の持つ権限を対象に論を進める。

また、権限の源泉としては法定説の立場からオーナ

ーがその根源であると捉える。しかし、それは受容さ

れなければならないものであり、受容説も該当する。 

 また本研究では権限を「個人がその立場で持つ権

利・権力の範囲6」と定義するが、権限の本質を他者

の行動を制約する関係性7に見る。本研究の職務と

権限の区別は、厳にこの関係性の有無による。権限

を図表１に示す「監督権限」、「承認」、「決裁と決定」、

「協議と協調」の態様に分類し、権限委譲の文脈では

「指示権」、「承認」など個々の態様について述べる。 

                                                  
4 泉田（1987）を基に、筆者作成 
5 泉田(1987)は機関論への評価と批判を紹介した上で、批判への
反論を行っている。 

6 小学館『デジタル大辞泉』 
7 泉田(1987)はこれを「経営的効力」と呼ぶ。 

5. コンビニエンスストアの事例 

 ここでは CVS の店舗（以下、A 店）における事例8を

題材に、CVS における職務と権限のあり方、管理者

の権限を従業員に委譲する具体策を示す。CVSを特

に取り上げる理由は、組織規模が小さく複雑でもなく、

その権限のあり方が把握しやすいため、また、多様な

職務があるがマニュアルで明文化されており、情報の

共有化が進めやすいシステムを持つためである。 

 

5-1.  コンビニエンスストアにおける職務 

 フランチャイズ（以下、FC）方式の CVS における特

徴のひとつに、FC本部とFC加盟店の役割分担があ

る。その役割分担では、FC 加盟店は店舗運営・販売

に専念し、FC 本部は加盟店のバックアップを行う9。

共同事業とも位置づけられることがあるが、加盟者は

法律的には本部から独立した事業者である10。 

 よってCVSにおける職務とは、店舗運営・販売に関

わるもののうち、FC 本部にバックアップされない全て

の業務といえる。管理者は事前の研修を FC 本部で

受け、その職務を体系的に習得する。その職務の中

でCVS店員11として共通のものは、「品揃え」、「清掃」、

「接客」、「商品の鮮度管理」12であり、従業員に対し

明文化され訓練も課される。一方 FC 本部の研修を

終えた者のみがなしうる職務があり、その代表的なも

のを以下に示す。 

(1) 売上金の管理（売上締め） 

(2) 会計に関わる帳票の処理 

(3) 商品の発注 

これらは日常的職務であるが、従業員に分担させる

には前述の研修と同等の教育・訓練を要する。 

個店ごとの職務分担の状況を、前述の（１）、（３）に 

ついて図表２にまとめた。これは各職務を担当できる 

                                                  
8 フランチャイズ契約の 24時間営業店であり、オーナーと雇用
された店長が管理者として運営する個店の事例である。開店

から 6年間の参与観察による。 
9 秀和システム(2004),p.17 
10 公正取引委員会「フランチャイズ・システムに関する独占禁
止法上の考え方について」,平成 14年 4月 24日 

11 ここで言う店員とは、従業員・管理者の別なく店舗で働く全
員である。来店客の認識する店員とも言える。 

12 秀和システム(2004),p.48 
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図表 2 各店舗の職務分担状況13 

FC 本部 店 発注 売上締め 総人数

A社 

A 店 ２５名 ３名 ２７名 

Y 店 ほぼ全員 半数 １３名 

S 店 ７名 ４名 １０名 

B 社 T 店 ４名 １名 １４名 

C 社 I 店 ４名 ４名 １２名 

パート・アルバイトの人数を示したものであり、「総人

数」とは各店舗に勤務するパート・アルバイトの総数

である。先に述べたように、CVS ではそのオーナーが

運営上の全権14を持つが、全ての業務を自ら行うこと

はできない。そのために行われる分業によって職務

の従業員への分担が進む。しかしその分担状況は、

図表２のような差異が見られる。なお「売上締め」は特

定の時間帯に行われるため、担当者数は限定的だ

が全般に分担は進んでいるといえる。 

 

5-2.  A 店における権限委譲の具体例 

 ここでは本研究の権限の捉え方に基づいて職務と

権限を区別しながら、権限委譲の具体例を見ていく。 

A 店において権限委譲の進む段階は、第一にオ

ーナーから店長への委譲の段階であった。ここにお

いて、対外的な契約や交渉に関わる「決裁と決定」以

外の権限が店長へと委譲された15。ただし、それはオ

ーナー自らの権限放棄は伴わないため、権限の共

用あるいは共有と捉えることもできる。その後、店長の

もとで従業員の教育・訓練システムが１年ほどかけて

構築された。また、従業員の増員と教育・訓練を通じ

て、店長の職務が従業員に委ねられた。 

 第二の段階として、店長から従業員への権限委譲

が行われた。勤務時間が短い従業員を除きほぼ全

員が発注担当者となり、それぞれの担当する商品の

販売促進に関する「指示権」が明示的に委譲された。

また選任された「時間帯リーダー」は、CVS 店員に共

                                                  
13 2010 年 2月に筆者が実施した会津若松市内の CVS管理者への
アンケートによる。A店は 2004 年８月時点のものである。 

14 ここでいう全権とは、本研究で定義する権限のみを意味しな 
い、より幅広い一般的な概念である。 

15 オーナーおよび店長は同一の研修を受けており、委譲の前に
価値観の共有も図られていたことは強調されるべきであろう。 

通の各職務に対して「監視権」と「指示権」を持った。

ただし、ここで言う「指示権」は無制限ではなく、店長

の「承認」のもとで行使される。 

図表３では、2004 年時点の A 店の状況を示した

（筆者作成）。A、B、C、・・・は従業員個々人を表して

いる。なお図表には示していないが、従業員による

「報告」はストアコンピューター（SC）などの情報システ

ムにあげられ、全員に共有される。また、従業員同士

で指示を出し指示を受ける関係が構築されており、

原則として管理者の指示を必要としない。この点から

少なくとも一部の権限は、管理者から従業員へ委譲

されたと言える。 

 

6. A 店の事例における権限委譲プロセスの考察 

 個人の持つ権限を対象に、A 店における権限委譲

プロセスを考察した。 

権限委譲を実施する前提条件を以下に示す。これ

らは先行研究16と事例から導かれた。 

① 管理者（委譲者）による職務と権限の把握 

② 委譲者による権限委譲の必要性の理解 

③ 委譲者による被委譲者の職務負担の把握 

④ 被委譲者の権限行使に対する理解 

⑤ 被委譲者の権限獲得への意欲 

本研究では権限委譲プロセスを、以下のように考

察した。 

① 従業員の増員、その教育・訓練により、被委譲

者の職務負担を軽減する。 

② 被委譲者に対する教育により、権限行使への

理解を深める。 

③ 委譲者の権限を分割し、段階的に被委譲者へ

委譲する。 

④ 委譲者は、職務、権限の状況を監視し、被委

譲者の権限行使を支援する。 

⑤ 委譲者の管理できる範囲で、被委譲者の権限

を最大化する。 

このプロセスにおいて、初期に重要となるのは従業

員（被委譲者）への教育・訓練の実施である。しかし、

                                                  
16 青木(2006)は、権限委譲を阻害する要因、権限委譲の効果が
出ない要因を示している。 

会津大学短期大学部産業情報学科経営情報コース 2009年度卒業研究論文要旨集



図表 3 A 店における従業員への権限委譲後の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（筆者作成） 

管理者がそれを実施するためには、時間と人件費が

必要となる。短期的に経費を削減するための権限委

譲策は、このプロセスからは導かれない。 

 

7. 今後の課題  

 本研究では、権限委譲プロセスの提示に数多くの

前提条件を設けたが、その妥当性を検証する必要が

ある。また、CVS 以外にも適用可能な、より包括的で

一般化されたプロセスモデルの構築を図ることが今

後の課題である。 
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・・・ 

従業員（パート・アルバイト） 

店長 

時間帯リーダー 
（４名） 

オーナー

指示 

意思決定/ 
戦略立案 

提案･意見 

④提案･意見

③指示 

①企画･提案

②承認･助言

報
告･

提
案

承
認･

助
言・

・
・ 
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